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○独立行政法人航海訓練所の情報公開実施に関する達

平成１４年９月２５日

訓 練 所 達 第 ４ 号

平成１８年３月３１日訓練所達第28号改正

（目的）

独立行政法人航海訓練所（以下「航海訓練所」という。）の保有する法人文書の第１条

情報公開の実施については、独立行政法人等の保有する情報公開に関する法律（平成１

３年法律第１４０号。以下「情報公開法」という。）及び独立行政法人等の保有する情

報の公開に関する法律施行令（平成１４年政令第１９９号。以下「施行令」という。）

のほか、この達の定めるところによる。

（開示請求方法等）

情報公開法第４条に基づく開示請求書の提出窓口及び同法第１５条第１項に基づ第２条

く閲覧場所は、航海訓練所事務局総務課とする。

２ 開示請求の方法は、窓口に開示請求書を直接提出する方法又は窓口に開示請求書を郵

送する方法のいずれかの方法によるものとする。

３ 第１項の窓口受付時間は、平日の午前９時から正午まで及び午後１時から５時までと

する。

（開示請求書等の様式）

情報公開法及び施行令において定める開示請求書、開示決定通知書及びその他申第３条

請書等の様式については、別表第１に定めるとおりとする。

（審査基準）

行政手続法（平成５年法律第８８号）に基づき、航海訓練所の法人文書の開示、第４条

不開示等の判断をするための審査基準は、情報公開法第５条から第８条の規定により行

うほか、国土交通省通達及び情報公開審査会の答申等を踏まえて別に定めるものとす

る。

（手数料の額等）

情報公開法第１７条第２項に基づき航海訓練所が定める手数料の額は、別表第２第５条

に掲げる開示請求手数料及び法人文書の種別に応じた開示の実施方法によりそれぞれ定

める開示実施手数料の額（複数の実施方法により開示を受ける場合は、その合計額）

（以下「基本額」という。）とする。

ただし、基本額が情報公開法第１５条第５項に基づき更に開示を受ける場合にあって

は、当該開示実施手数料に、既に開示の実施を求めた際の額を加えた額が３００円に達

するまでは無料とし、３００円を超えるときは、その額を減じた額とする。

２ 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を、一の開示

請求書により行うときの開示請求手数料は、当該複数の法人文書を１件の法人文書とみ

なし、かつ、当該複数の法人文書の開示実施を受ける場合の開示実施手数料について

は、当該複数の法人文書に係る基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額
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を基本額とみなすものとする。

（１）一の法人文書ファイル（能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存の

目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書（保存期間

が１年以上であって当該保存期間を同じくするもの）にまとめられた複数の法人文書

（２）前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

３ 第１項の手数料の納入方法については別表第１、第１号様式に記載された納入方法を

基本とする。

４ 施行令第１１条第１項に基づき、法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほ

か郵送料を納入して法人文書の写しの送付を求めることができる。

郵送料は、前項による方法又は郵便切手により納入するものとする。

（通信費の実費額）

航海訓練所に所属する練習船が航海訓練期間中である場合に、当該練習船に備わ第６条

る法人文書について、写しにより開示を受ける者は、別表第３に定める航海訓練実施海

域の区分による通信料単価に基づく従量により通信料を負担するものとする。

通信料の納入方法については、前条第３項によるものとする。

（手数料の減額及び免除）

航海訓練所は、情報公開法第１７条第３項に基づき、別表第４に掲げる額を限度第７条

として手数料の減額又は免除を行うことができる。

２ 前項の規定により開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、第３条に定

める様式による申請書を航海訓練所理事長に提出しなければならない。

（開示の実施方法）

情報公開法第１５条第１項及び第２項に基づき航海訓練所が定める開示の実施方第８条

法は、別表第２に掲げる開示実施手数料の表中、開示の実施方法欄によるものとする。

（法人文書の管理）

情報公開法第２３条に定める法人文書の適正な管理は、独立行政法人航海訓練所第９条

文書管理規程（平成１３年訓練所規程第３０号）に基づき行うものとする。

附 則

この達は、平成１４年１０月１日から施行する。

（平成１８年３月３１日訓練所達第２８号）附 則

この達は、平成１８年４月１日から施行する。
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別表第１

第１号様式

法人文書開示請求書

平成○年○月○日

独立行政法人航海訓練所理事長 殿

氏名又は名称:(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)

住所又は居所:(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)

〒 TEL ( )

連絡先：(連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第3条の規定に基づき、下記のとおり

法人文書の開示を請求します。

記

1 請求する法人文書の名称等

(請求する法人文書が特定できるよう、法人文書の名称、請求する文書の内容等

をできるだけ具体的に記載してください。)

2 求める開示の実施の方法等(本欄の記載は任意です。)

ア又はイに○印を付してください。アを選択された場合は、その具体的な方法等を記載

してください。

ア 事務所における開示の実施を希望する。

<実施の方法〉 ① 閲覧 ② 写しの交付 ③ その他( )

<実施の希望日>

イ 写しの送付を希望する。

開示請求手数料の納入方法 ①現金（直接払い又は現金書留）
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②郵便為替又は郵便振替

③銀行振込

上記の一に○印を付け、②又は③の場合は支払を証明できる書類等を添付して下さい。

この欄は記入しないでください。*

担当課

備考

<記載に当たっての注意事項>

1「氏名又は名称」「住所又は居所」

個人で開示請求をする場合は、あなたの氏名、住所又は居所を、法人その他の団体の場

合にあっては、その名称と代表者の氏名及び所在地を記載してください。

ここに記載された住所及び氏名により、開示決定通知等を行うことになりますので、正

確に記入願います。

連絡等を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。

2「連絡先」

連絡等を行う場合に、「氏名又は名称」欄に記載された本人と異なる方に行う必要があ

るときは、連絡担当者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。

3「請求する法人文書の名称等」

開示を請求する法人文書について、その名称、お知りになりたい情報の内容等をできる

限り具体的に記載してください。

4「求める開示の実施の方法等」

請求される法人文書について開示決定がされた場合に、開示の実施の方法、事務所にお

ける開示を希望される場合の希望日についてご希望がありましたら、記載してください。

なお、開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「法人文書の開

示の実施方法等申出書」により申し出ることができます。

<開示請求手数料の納入方法について>

開示請求を行う場合は、1件の法人文書について300円を納入していただくこととなって

います。

納入方法については、以下の方法をお選び下さい。

○現金（直接払い又は現金書留）

○郵便為替又は郵便振替

・郵便番号等 記号１０９９０ 番号２８０１３１１

・名 義 人 独立行政法人航海訓練所 理事長 ○○ ○○

（ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｳｶｲｸﾝﾚﾝｼｮ ﾘｼﾞﾁｮｳ ）○○○ ○○○

○銀行振込
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・銀行名口座番号 三菱東京ＵＦＪ銀行 横浜支店 普通預金４０１０７７７

・口 座 名 義 独立行政法人航海訓練所 理事長 ○○ ○○

（ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｳｶｲｸﾝﾚﾝｼｮ ﾘｼﾞﾁｮｳ ）○○○ ○○○

振替手数料及び振込手数料は個人負担となります。

なお、開示請求の開始は、開示請求書の記載内容に誤りが無く、開示請求手数料が納入

されたことを、独立行政法人航海訓練所事務局総務課で確認した日から開始されます。

＜問い合わせ先＞

○ 独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

○ 住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎

○ ℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006

○ E-mail ○○○○@kohkun.go.jp
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第２号様式

○○○第○○○号

平成○年○月○日

法人文書開示決定通知書

(開示請求者) 様

独立行政法人航海訓練所理事長 印

平成○年○月○日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人

等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり、開

示することとしましたので通知します。

記

1 開示する法人文書の名称

2 不開示とした部分とその理由

この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条(第6

条)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、

○○○に対して審査請求(異議申立て)をすることができます。

3 開示の実施の方法等

1 開示の実施の方法等 ＜（裏面）の説明事項をお読みください。＞( )

開示実施手数料の額 法人文書全体につい

法人文書の種類･数量等 開示の実施方法 て開示の実施を受け

（算定基準） た場合の基本額
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2 事務所における開示を実施することができる日時、場所( )

(3)写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料(見込み額)

4 担当課等

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006

< >法人文書開示決定通知書説明事項

1 「開示の実施の方法等」の選択について

開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から３０日以内に、同封し

た「法人文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して、申出を行

ってください。

開示の実施の方法は、3(1)「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選

択できます。必要な部分のみの開示を受けること(例えば、100頁ある文書について冒頭の

10頁のみ閲覧する等)や部分ごとに異なる方法を選択すること(冒頭の10頁は「写しの交

付」を受け、残りは閲覧する等)もできます。一旦、閲覧をした上で、後に必要な部分の写

しの交付を受けることもできます(ただし、その場合は、最初に閲覧を受けた日から30日以

内に、別途「法人文書の更なる開示の申出書」を提出していただく必要があります。)。

事務所における開示の実施を選択される場合は、3(2)「事務所における開示を実施す

ることができる日時、場所」に記載されている日時から、ご希望の日時を選択してくださ

い。記載された日時に都合がよいものがない場合は、お手数ですが、「4 担当課等」に記

載した担当までご連絡ください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、

「法人文書の開示の実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の２０日前には、当方に届

くようにご提出願います。

また、写しの送付を希望される場合は、「法人文書の開示の実施方法等申出書」にその

旨を記載してください。なお、この場合は、開示実施手数料のほかに、郵送料(郵便切手)

が必要になります。

2 開示実施手数料の算定について

(1) 手数料額の計算方法

開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に

従って基本額(複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し、その

額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となりま

す。

(例)

150頁ある法人文書を閲覧する場合:
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100枚までごとにつき100円→基本額200円→手数料は無料

150頁ある法人文書の写しの交付を受ける場合:

用紙1枚につき10円→基本額1,500円→手数料は1,200円

150頁ある法人文書のうち100頁を閲覧し、20頁について写しの交付を受ける場合(残

りの40頁は開示を受けない):

閲覧に係る基本額100円+写しの交付に係る基本額200円=計300円→手数料は無料

(2) 手数料の減免

生活保護を受けているなど経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めら

れる方については、開示請求1件につき2,000円を限度として、手数料の減額又は免除

を受けることができます。減額又は免除を受けたい方は、「開示実施手数料の減額(免

除)申請書」を提出してください。

(3) 手数料の納付

○ 開示の実施場所を、独立行政法人航海訓練所事務局総務課窓口に直接来所し、開示

の実施を希望される場合には、現金（直接払い又は現金書留）による納付。

○ 現金による納付を希望されない場合は、郵便為替又は銀行振込。

＜銀行振込＞

・銀行名口座番号 三菱東京ＵＦＪ銀行 横浜支店 普通預金４０１０７７７

・口 座 名 義 独立行政法人航海訓練所 理事長 ○○ ○○

（ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｳｶｲｸﾝﾚﾝｼｮ ﾘｼﾞﾁｮｳ ）○○○ ○○○

振込手数料は個人負担となります。

＜ 郵便振替＞

・郵便番号等 記号１０９９０ 番号２８０１３１１

・名 義 人 独立行政法人航海訓練所 理事長 ○○ ○○

（ﾄﾞｸﾘﾂｷﾞｮｳｾｲﾎｳｼﾞﾝｺｳｶｲｸﾝﾚﾝｼｮ ﾘｼﾞﾁｮｳ ）○○○ ○○○

振替手数料は個人負担となります。

3 不開示部分に係る不服申立て等

開示しないこととされた部分について、不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37

年法律第160号)第5条(第6条)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して60日以内に、○○○に対して審査請求(異議申立て)をすることができます。

4 開示の実施について

事務所における開示の実施を選択され、その旨「法人文書の開示の実施方法等申出書」

により申し出られた場合は、開示を受ける当日、独立行政法人航海訓練所事務局総務課窓

口に来られる際に、本通知書をご持参ください。

5 担当課等

開示の実施の方法等、開示実施手数料の算定・納付方法、不服申立ての方法等につい
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て、ご不明な点等がございましたら、下記に記載した担当までお問い合わせください。

＜担当課窓口＞

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006
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第３号様式

○○○第○○○号

平成○年○月○日

法人文書不開示決定通知書

(開示請求者) 様

独立行政法人航海訓練所理事長 印

平成○年○月○日付けの法人文書の開示請求について、独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないことと決定し

ましたので通知します。

記

1 不開示決定した法人文書の名称

2 不開示とした理由

* この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して60日以内に、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条 (第6条)の規定により、

○○○に対し審査請求(異議申立て)をすることができます。

3 担当課等

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006
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第４号様式

○○○第○○○号

平成○年○月○日

開示決定等の期限の延長について(通知)

(開示請求者) 様

独立行政法人航海訓練所理事長 印

平成○年○月○日付けの法人文書の開示請求については、下記のとおり、独立行政法人

等の保有する情報の公開に関する法律第10条第2項の規定に基づき、開示決定等の期限を延

長することとしましたので通知します。

記

1 開示請求のあった法人文書の名称

2 延長後の期間

3 延長の理由

4 担当課等

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006
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第５号様式

○○○第○○○号

平成○年○月○日

開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)

(開示請求者) 様

独立行政法人航海訓練所理事長 印

平成○年○月○日付けの法人文書の開示請求については、下記のとおり、独立行政法人

等の保有する情報の公開に関する法律第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用する

こととしたので通知します。

記

1 開示請求のあった法人文書の名称等

2 法第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用することとした理由

3 開示決定等する期限

(○月○日までに可能な部分について開示決定等を行い、残りの部分については、次

に記載する時期までに開示決定等する予定です。)

平成 年 月 日 ( )

4 担当課等

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006
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第６号様式

○○○第○○○号

平成○年○月○日

他の独立行政法人の長及び(

他の行政機関の長 殿)

独立行政法人航海訓練所理事長

開示請求に係る事案の移送について

平成○年○月○日付けで開示請求のあった事案については、独立行政法人等の保有する

情報の公開に関する法律第12条第1項（第13条第1項）の規定により、下記のとおり移送し

ます。

記

開示請求に係 開示請求書に記載されている法人文書の名称等

る法人文書名 （一部を移転する場合には、開示請求のあった事案

のうち、○○、及び○○に係る法人文書）

:氏名

:住所

請求者名等

:電話番号

・開示請求書

添付資料等名 ・移送前に行った行為の概要記録

・

・

複数の他の独立行政法人及び行政機関の長に移送する(

)備考 場合には、その旨

< >連絡先

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006

E-mail ○ ○○○@kohkun.go.jp
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第７号様式

○○○第○○○号

平成○年○月○日

開示請求者 様( )

独立行政法人航海訓練所理事長 印

( )開示請求に係る事案の移送について 通知

平成○年○月○日付けで開示請求のありました事案について、下記のとおり移送しまし

たので、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第12条第1項（第13条第1項）

の規定により、通知します。

記

開示請求に係る 開示請求書に記載されている法人文書の名称等

法人文書名 （一部を移送する場合には、開示請求のあった事案のうち、○○

、○○及び○○に係る法人文書）

移送年月日 平成○年○月○日

独立行政法人（行政機関）の長

移送先の独立行 （連絡先）

政法人及び行政 担当部課室名：

機関の長 担当者名：

所在地：

電話番号：

移送の理由

１ 標記の移送した事案に係る開示決定等及び開示の実施は、移

送先の独立行政法人及び行政機関の長が行うことになりまし

た。

備 考 ２ 複数の独立行政法人及び行政機関の長に移送が行われた場合

（自らも開示決定等を行う場合を含む。）には、開示実施手数

料の300円の控除措置については、開示決定等が早く行われた

法人文書に係る開示実施手数料から順次控除措置を取る旨を記

載する。

＜担当課等＞
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第８号様式

○○○第○○○号

平成○年○月○日

( )法人文書の開示請求に関する意見について 照会

第 三 者 様( )

独立行政法人航海訓練所理事長 印

あなた、貴社等 に関する情報が記録されている下記の法人文書について、独立行政法( )

人等の保有る情報の公開に関する法律第4条の規定に基づく開示請求があり、当該法人文書

について開示決定等を行う際の参考とするため、同法第14条第1項の規定に基づき、御意見

を伺うこととしました。

つきましては、当該法人文書を開示することにつき御意見があるときは、同封の「法人

文書の開示に関する意見書」を提出いただきますようお願いいたします。

なお、提出期限までに同意見書の御提出がない場合には、特に御意見がないものとして

取り扱わせていただきます。

記

1 開示請求のあった法人文書の名称

2 開示請求の年月日

3 上記法人文書に記録されている あなた、貴社等 に関する情報の内容( )

4 意見書の提出先

5 意見書の提出期限

( )平成 年 月 日

6 担当課等

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006
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第９号様式

○○○第○○○号

平成○年○月○日

( )法人文書の開示請求に関する意見について 照会

第 三 者 様( )

独立行政法人航海訓練所理事長 印

あなた、貴社等 に関する情報が記録されている下記の法人文書について独立行政法人( )

等の保有する情報の公開に関する法律第4条の規定による開示請求があり、開示決定を行い

たいと考えています。

つきましては、同法第14条第2項に基づき、御意見を伺いますので、当該法人文書を開示

することについて御意見がある場合は、同封した「法人文書の開示に関する意見書」を御

提出いただきますようお願いいたします。

なお、提出期限までに同意見書の御提出がない場合には、特に御意見がないものとして

取り扱わせていただきます。

記

1 開示請求のあった法人文書の名称

2 開示請求の年月日

3 法第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用区分及び当該規定を適用する理由

4 上記法人文書に記録されている あなた、貴社等 に関する情報の内容( )

5 意見書の提出期限

( )平成 年 月 日

6 担当課等

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006
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第１０号様式

平成○年○月○日

法人文書の開示に関する意見書

行政機関の長 殿

氏名又は名称

住所又は居所

連絡先電話番号

平成○年○月○日付けで照会のあった下記の法人文書の開示について、次のとおり意見

を提出します。

記

1 照会のあった法人文書の名称

2 意見

1 上記法人文書の開示による支障 不利益 の有無( ) ( )

2 支障 不利益 の具体的内容( ) ( )

3 担当課等

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006
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第１１号様式

○○○第○○○号

平成○年○月○日

法人文書の開示決定について(通知)

(反対意見書を提出した第三者) 様

独立行政法人航海訓練所理事長 印

(あなた、貴社等)から平成○年○月○日付けで「法人文書の開示に関する意見書」の提

出がありました法人文書については、下記のとおり開示決定しましたので、独立行政法人

等の保有する情報の公開に関する法律第14条第3項の規定に基づき通知します。

記

1 開示決定した法人文書の名称

2 開示することとした理由

3 開示を実施する日

4 担当課等

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006

この決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条(第6条)に基

づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に○○○に対して審

査請求(異議申立て)をすることができます。
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第１２号様式

平成○年○月○日

法人文書の開示の実施方法等申出書

独立行政法人航海訓練所理事長 殿

氏名又は名称

住所又は居所

連絡先電話番号

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条第3項の規定に基づき、下記の

とおり申出をします。

記

1 法人文書開示決定通知書の番号等

日 付

文書番号

2 求める開示の実施の方法

下表から実施の方法を選択し、該当するものに○印を付してください。

法人文書の名称 種類・量 実 施 の 方 法

１ ①全部

②一部（ ）

２ ①全部

②一部（ ）

３ ①全部

②一部（ ）

3 開示の実施を希望する日

4 「写しの送付」の希望の有無 有 ：同封する郵便切手の額 円

無

5 開示実施手数料の納入方法 ①現金（直接払い又は現金書留）

②郵便為替又は郵便振替

③銀行振込

上記の一に○印を付け、②又は③の場合は支払を証明できる書類等を添付して下さい。

6 担当課等

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006
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第１３号様式

平成○年○月○日

法人文書の開示の実施方法等申出書

独立行政法人航海訓練所理事長 殿

氏名又は名称

住所又は居所

連絡先電話番号

法人文書開示決定通知書 平成○年○月○日付け○○○第○○○号 により通知のありま( )

した法人文書について、既報のとおり開示を受けるので、独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律第15条第3項及び同施行令第11条第1項の規定に基づき、申出をしま

す。

○開示実施手数料の納入方法

①現金（直接払い又は現金書留）

②郵便為替又は郵便振替

③銀行振込

上記の一に○印を付け、②又は③の場合は支払を証明できる書類等を添付して下さい。

○ 写しの送付による場合同封する郵便切手の額 円分:

○担当課等

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006



- -21

第１４号様式

平成○年○月○日

法人文書の更なる開示の申出書

独立行政法人航海訓練所理事長 殿

氏名又は名称

住所又は居所

連絡先電話番号

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条第5項の規定に基づさ、下記の

とおり申出をします。

記

1 更なる開示を求める法人文書の名称

2 開示決定通知書の日付及び文書番号

( )平成○年○月○日付け○○○第○○○号

3 最初に開示を受けた日

4 更なる開示の実施の方法等

( )事務所における開示の実施を受ける場合、その希望日

( )写しの送付を希望する場合は、その旨

法人文書の同じ部分について、最初に開示を受けた開示の実施の方法と同じ開示*

の実施の方法を受けることはできません。

5 開示実施手数料の納入について

①現金（直接払い又は現金書留）

②郵便為替又は郵便振替

③銀行振込

上記の一に○印を付け、②又は③の場合は支払を証明できる書類等を添付して下さい。
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第１５号様式

平成○年○月○日

開示実施手数料の減額 免除 申請書( )

独立行政法人航海訓練所理事長 殿

氏名又は名称

住所又は居所

連絡先電話番号

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条第3項の規定に基づき、下記の

とおり、法人文書の開示実施手数料の減額 免除 を申請します。( )

記

1 開示決定のあった法人文書の名称等

開示決定通知書の日付・番号 ）( :

2 減額 免除 を求める額( )

3 減額 免除 を求める理由( )

① 生活保護法 昭和25年法律第144号 第11条第1項第○号に掲げる扶助を受けており、( )

手数料を納付する資力がないため。

② その他

注 ①又は②のいずれかに○印を付してください。( )

①に○を付した場合は、当該扶助を受けていることを証明する書面を添付してくださ

い。

②に○を付した場合は、その理由を具体的に記載するとともに、その事実を証明する

書面を添付してください。
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第１６号様式

○○○第○○○号

平成○年○月○日

開示実施手数料の減額 免除 決定通知書( )

開示請求者 様( )

独立行政法人航海訓練所理事長 印

平成○年○月○日付けで請求のありました開示実施手数料の減額 免除 申請について、( )

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条第3項の規定に基づき、下記のと

おり、減額 免除 することとしましたので通知します。( )

記

1 対象となる法人文書の名称とその開示の実施方法

:法人文書の名称

:開示の実施方法

2 開示実施手数料を減額 免除 する額( )
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第１６号の２様式

○○○第○○○号

平成○年○月○日

開示実施手数料の減額 免除 について( )

開示請求者 様( )

独立行政法人航海訓練所理事長 印

平成○年○月○日付けの開示実施手数料の減額 免除 申請については、独立行政法人等( )

の保有する情報の公開に関する法律に規定する減額 免除 理由に該当しませんので通知し( )

ます。

記

1 対象となる法人文書と、その開示の実施方法

:法人文書の名称

:開示の実施方法

2 減額 免除 を求める開示実施手数料の額( )

3 減額 免除 が認められない理由等( )

注1 開示の実施を受ける場合には、上記2の開示実施手数料の追納が必要です。( )

注2 この決定に不服があるときは、行政不服審査法 昭和37年法律第160号 第5条 第6( ) ( ) (

条 に基づき、この決定があったことを知った日から起算して60日以内に、○○○に)

対して審査請求 異議申立て をすることができます。( )
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第１７号様式

諮問書

○○○第○○○号

平成○年○月○日

情報公開審査会 殿

独立行政法人航海訓練所理事長 印

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条の規定の基づく開示決定等につ

いて、別紙のとおり、不服申立てがあったので、同法第18条の規定に基づき諮問します。
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( )別紙

1 不服申立てに係る法人

文書の名称

( ) '2 不服申立てに係る開示 1 開示決定等の日付、記号番号

決定等

2 開示決定等した者( )

( )開示決定等の種類

3 決定の概要( )

□ 開示決定

口 部分開示決定

( )該当不開示条項

□ 不開示決定

( )該当不開示条項

3 不服申立て 1 不服申立日( )

( )不服申立ての種類

2 不服申立人( )

□審査請求

3 不服申立ての趣旨( )

□異議甲立て

4 諮問の理由

5 参加人等

( )6 添付書類等 ①法人文書開示請求書 写し

( )②法人文書開示決定等通知書 写し

( )③不服申立書 写し

④理由説明書

( )⑤その他参考資料 第三者からの反対意見書等

注1 2の 開示決定等の種類 については、該当する開示決定等の□をチェックすること。) ( )

また、部分開示決定又は不開示決定の場合は、該当不開示条項 法第5条各号、第8条(

又は文書不存在 を記載すること。)

注2 3の 不服申立ての種類 については、該当する不服申立ての□をチェックすること。) ( )

注3 4の 諮問の理由 については、例えば、「原処分維持が適当と考えるため。」「全部) ( )
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開示とすることが適当と考えるが、第三者の反対意見書が提出されているため。」な

どこ諮問を必要とする理由を簡潔に記述すること。
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第１８号様式

○○○第○○○号

平成○年○月○日

不服申立人 様( )

独立行政法人航海訓練所理事長 印

( )情報公開審査会への諮問について 通知

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条の規定の基づく開示決定等に対

する次の不服申立てについて、同法第18条の規定により情報公開審査会に諮問したので、

同法第19条の規定により通知します。

1 不服申立てに係る法人

文書の名称

2 不服申立てに係る開示

決定等

3 不服申立て 1 不服申立日( )

( )不服申立ての種類

□ 審査請求 2 不服申立ての趣旨( )

口 異議申立て

4 諮問日・諮問番号 平成○年○月○日・平○諮問○○号

担当課等

独立行政法人航海訓練所 事務局総務課

住所 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５目５７番地

横浜第２合同庁舎

℡ 045-211-7302 FAX045-212-0006

注1 2の「不服申立てに係る開示決定等」の欄については、開示決定等の日付・記号番)

( )号、開示決定等した者、開示決定等の種類 開示決定、部分開示決定又は不開示決定
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を記載すること。

注2 3の 不服申立ての種類 については、該当する不服申立ての□をチェックすること。) ( )

注3 4の「諮問番号」は、情報公開審査会が付す番号である。)
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別表第２

（ 開示請求手数料）

手数料の額（非課税） 法人文書１件につき ３００円

（ 開示実施手数料）

（非課税）法人文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額

一 文書又は図画 イ 閲覧 １００枚までごとにつき１００

（二の項から四 円

の項まで又は八

の項に該当する ロ 撮影した写真フィルム １枚につき１００円に１２枚ま

ものを除く。） を印画紙に印画したもの でごとに７６０円を加えた額

の閲覧

ハ 複写機により用紙に複 用紙１枚につき１０円（Ａ２判

写したものの交付（ニに については４０円、Ａ１判につ

掲げる方法に該当するも いては８０円）

のを除く。）

ニ 複写機により用紙にカ 用紙１枚につき２０円（Ａ２判

ラーで複写したものの交 については１４０円、Ａ１判に

付 ついては１８０円）

ホ 撮影した写真フィルム １枚につき１２０円（縦２０３

を印画紙に印画したもの ミリメートル、横２５４ミリメ

の交付 ートルのものについては、５２

０円）に１２枚までごとに７６

０円を加えた額

ヘ スキャナにより読み取 １枚につき５０円に当該文書又

ってできた電磁的記録を は図画１枚ごとに１０円を加え

フレキシブルディスクカ た額

ートリッジに複写したも

のの交付
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（非課税）法人文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額

ト スキャナにより読み取 １枚につき１００円に当該文書

ってできた電磁的記録を 又は図画１枚ごとに１０円を加

光ディスク（日本工業規 えた額

格Ｘ０６０６及びＸ６２

８１に適合する直径１２

０ミリメートルの光ディ

スクの再生装置で再生す

ることが可能なものに限

る。）に複写したものの

交付

チ スキャナにより読み取 １枚につき１２０円に当該文書

ってできた電磁的記録を 又は図画１枚ごとに１０円を加

光ディスク（日本工業規 えた額

格Ｘ６２４１に適合する

直径１２０ミリメートル

の光ディスクの再生装置

で再生することが可能な

ものに限る。）に複写し

たものの交付

二 マイクロフィル イ 用紙に印刷したものの 用紙１枚につき１０円

ム 閲覧

ロ 専用機器により映写し １巻につき２９０円

たものの閲覧

ハ 用紙に印刷したものの 用紙１枚につき８０円（Ａ３判

交付 については１４０円、Ａ２判に

ついては３７０円、Ａ１判につ

いては６９０円）

三 写真フィルム イ 印画紙に印画したもの １枚につき１０円

の閲覧
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（非課税）法人文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額

ロ 印画紙に印画したもの １枚につき３０円（縦２０３ミ

の交付 リメートル、横２５４ミリメー

トルのものについては、４３０

円）

四 スライド（九の イ 専用機器により映写し １巻につき３９０円

項に該当するもの たものの閲覧

を除く。）

ロ 印画紙に印画したもの １枚につき１００円（縦２０３

の交付 ミリメートル、横２５４ミリメ

ートルのものについては、１，

３００円）

五 録音テープ（九 イ 専用機器により再生し 一巻につき２９０円

の項に該当するも たものの聴取

のを除く。）又は

録音ディスク ロ 録音カセットテープに 一巻につき４３０円

複写したものの交付

六 ビデオテープ又 イ 専用機器により再生し 一巻につき２９０円

はビデオディスク たものの視聴

ロ ビデオカセットテープ 一巻につき５８０円

に複写したものの交付

七 電磁的記録（五 イ 用紙に出力したものの 用紙１００枚までごとにつき２

の項、六の項又は 閲覧 ００円

八の項に該当する

ものを除く。） ロ 専用機により再生した １ファイルにつき４１０円

ものの閲覧又は視聴

ハ 用紙に出力したものの 用紙一枚につき１０円

交付（ニに掲げる方法に

該当するものを除く。）
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（非課税）法人文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額

ニ 用紙にカラーで出力し 用紙一枚につき２０円

たものの交付

ホ フレキシブルディスク １枚につき５０円に１ファイル

カートリッジに複写した ごとに２１０円を加えた額

ものの交付

へ 光ディスク（日本工業 １枚につき１００円に１ファイ

規格Ｘ０６０６及びＸ６ ルごとに２１０円を加えた額

２８１に適合する直径１

２０ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生

することが可能なものに

限る。）に複写したもの

の交付

ト 光ディスク（日本工業 １枚につき１２０円に１ファイ

規格Ｘ６２４１に適合す ルごとに２１０円を加えた額

る直径１２０ミリメート

ルの光ディスクの再生装

置で再生することが可能

なものに限る。）に複写

したものの交付

チ 幅１２．７ミリメート １巻につき７，０００円に１フ

ルのオープンリールテー ァイルごとに２１０円を加えた

プに複写したものの交付 額
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（非課税）法人文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額

リ 幅１２．７ミリメート １巻につき８００円（日本工業

ルの磁気テープカートリ 規格Ｘ６１３５に適合するもの

ッジに複写したものの交 については２，５００円、国際

付 規格１４８３３、１５８９５又

は１５３０７に適合するものに

ついてはそれぞれ８，６００

円、１０，５００円又は１２，

９００円）に１ファイルごとに

２１０円を加えた額

ヌ 幅８ミリメートルの磁 １巻につき１，８００円（日本

気テープカートリッジに 工業規格Ｘ６１４２に適合する

複写したものの交付 ものについては２，６００円、

国際規格１５７５７に適合する

ものについては３，２００円）

に１ファイルごとに２１０円を

加えた額

ル 幅３．８１ミリメート １巻につき５９０円（日本工業

ルの磁気テープカートリ 規格Ｘ６１２９、Ｘ６１３０又

ッジに複写したものの交 はＸ６１３７に適合するものに

付 ついては、それぞれ８００円、

１，３００円又は１，７５０

円）に１ファイルごとに２１０

円を加えた額

八 映画フィルム イ 専用機器により映写し １巻につき３９０円

たものの視聴
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（非課税）法人文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額

ロ ビデオカセットテープ ６，８００円（１６ミリメート

に複写したものの交付 ル映画フィルムについては１

３，０００円、３５ミリメート

ル映画フィルムについては１

０，１００円）に記録時間１０

分までごとに２，７５０円（１

６ミリメートル映画フィルムに

ついては３，２００円、３５ミ

リメートル映画フィルムについ

ては２，６５０円）を加えた額

九 スライド及び録 イ 専用機器により再生し １巻につき６８０円

音テープ（音声を たものの視聴

録音した録音テー

プを同時に視聴す ロ ビデオカセットテープ ５，２００円（スライド２０枚

る場合におけるも に複写したものの交付 を超える場合にあっては、５，

のに限る。） ２００円にその超える枚数１枚

につき１１０円を加えた額

備考 一の項ハ若しくはニ、二の項ハ又は七の項ハ若しくはニの場合において、両面

印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。



- -36

別表第３

（通信費）

通信費（実費） 航海訓練実施海域 通信料単価（課税又は免税）

遠洋航海（公海上）

船舶から写しの転送 （インマルサット利用） 300円 枚（ 4版換算）/ A

日本近海・沿海周辺

船舶から写しの転送 （衛星船舶電話利用） 100円 枚（ 4版換算）/ A
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別表第４

（ 開示実施手数料の減免）

手数料の減免額 開示請求１件につき 限度額 ２，０００円


